
 

 

 

 

令和６年度第２回 

さいたま市地域包括支援センター 

運営協議会要旨説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

議題（１） 介護保険法施行規則一部改正に係る本市の運用について 

（いきいき長寿推進課） 

（資料１１～１３ページ） 

（１１ページ） 

はじめに、「施行規則改正の概要と条例改正の対応」について、令和６年度

第１回地域包括支援センター運営協議会の報告事項において、介護保険法施行

規則の一部改正による所要の対応が必要となる旨を御説明させていただいた

ところです。 

改正内容のうち、地域包括支援センターにおける柔軟な職員配置につきまし

ては、市町村が包括的支援事業を実施するために必要な基準を条例で定める際

の従うべき基準に該当することから、本市の条例についても、改正後の施行規

則の内容と同様の内容とするための一部改正が必要となっておりました。各市

町村における条例改正については１年の猶予期間が設けられていたため、国や

県に対する疑義照会や他政令指定都市に対する対応方針の照会等を行った上

で、さいたま市議会（令和６年１２月定例会）において、一部改正条例を上程

いたしました。 

この、条例で定める際の従うべき基準である、「地域包括支援センターにお

ける柔軟な職員配置」についての改正内容は大きく２点です。 

１点目は、常勤換算方法による職員配置です。地域包括支援センターの職員

について、専従・常勤の職員として専門の資格職を配置することとされていま

したが、引き続きこれを原則とした上で、地域包括支援センター運営協議会が

必要と認める場合には、常勤換算方法による配置を可能とするものです。常勤

換算方法とは、非常勤職員の勤務延時間数を常勤職員が勤務すべき時間数で割

ることにより、センター職員の員数を常勤職員の員数に換算する方法です。 

２点目は、複数圏域の高齢者数の合算による職員配置です。 

地域包括支援センター運営協議会 協議事項 要旨説明 



 

各圏域の実情や地域包括支援センターの業務実施状況を考慮し、地域包括支

援センターの効果的な運営に資すると地域包括支援センター運営協議会が認

める場合には、複数の圏域を一つの圏域とみなし、当該複数の圏域における第

１号被保険者の合計数に応じた必要な常勤職員数が、複数の圏域ごとに必要な

職員数が満たされていなくても、1 つの圏域とみなした当該複数の圏域内に配

置されている場合には、配置基準を満たすものとして取り扱うことが可能とな

るものです。以上が改正内容の御説明です。 

（１２ページ） 

続いて、改正に係る「本市の運用」について、御説明いたします。 

 １点目の、常勤換算方法による職員配置に関しては、介護業界の人材確保が

困難な昨今の状況において人員の配置要件を緩和することは、地域包括支援セ

ンターの人材確保について一定の効果があるものと考えております。他方、地

域の高齢者等の総合相談窓口である地域包括支援センターの運営に関しては、

引き続き専門知識や経験を有する職員の確保やセンター職員間及び地域関係

者等との連携協力体制を維持していくことが重要と認識しております。 

つきましては、専従・常勤の職員配置を原則とした上で、本市における運用

の方向性を次のとおり検討しています。 

①令和７年度から常勤換算方法による職員配置を運用する。 

②各地域包括支援センターの３職種等について、各職種１名は専従・常勤で

の配置とする。 

③常勤換算方法での配置を希望する場合、事前に市に届出を行うこととする。 

④常勤換算方法での配置は、常勤換算の対象となる非常勤職員がすべて同一

職種の場合とする。 

⑤常勤職員１名あたりの常勤換算方法による非常勤職員の配置は３名まで



 

とし、そのうち２名以内で常勤換算「０．５」以上の勤務時間数を満たす

こととする。 

以上の方向性を踏まえ、令和７年度の地域包括支援センター運営に係る業務

委託仕様書を検討してまいります。 

（１３ページ） 

２点目の、「複数圏域の高齢者数の合算による職員配置」に関しましては、

いくつかの懸案があり、本市において早期に対応方針を定めることが困難であ

るものと考えております。主な懸案事項としては次のとおりです。 

①複数の圏域を一つとみなす際の基準を設定する必要がありますが、設定に

際し、圏域の隣接性や職員を複数圏域に配置する際の配置期間、当該複数

圏域の地域包括支援センター運営法人が異なっている場合の対応。 

②職員を当該複数の圏域に配置した場合においても、複数圏域内合計の職員

数は変わらないため、職員数が減員となる圏域が発生し、場合によっては

圏域内に３職種のうち不在となる職種が発生する可能性があります。その

場合の、圏域内の地域住民及び関係者の方々への影響、減員となった地域

包括支援センター内の他職員への業務負担が増大するなどの影響。 

③職員が減員となった圏域に対し、更に別の圏域から職員を増員することと

なった場合の対応。 

これらの懸案事項に対する対応については慎重な検討が必要と考えており

ますので、令和７年度からの運用は行わないことといたしますが、今後、各圏

域の状況や地域包括支援センター運営法人からの意見、他自治体の状況及び先

進事例等の把握に努めながら、本市における運用について検討し、必要に応じ

て地域包括支援センター運営協議会において御協議いただきたいと考えてお

ります。 


